
 

 

 

 

大阪市中国残留邦人等に対する地域生活支援事業実施要領  

 

制    定  平成 20 年 4 月 1 日  

      最近改正  令和  ７年 4 月 1 日  

 

１  目的  

本市における中国残留邦人等とその配偶者及びその家族が地域社会の一員とし

て、いきいきと暮らすことができるよう、地域生活支援事業を実施する。  

 

２  事業の種類  

  上記目的を達成するため、次の事業を実施する。 

（１）  身近な地域での日本語教育支援事業  

（２）  中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業  

 

３  対象者  

  別表のとおり 

 

  

４  身近な地域での日本語教育支援事業  

地域社会で生活する上で日本語による意思疎通が十分にできずに、地域住民と交

流が進まない一世、及び希望する仕事に就けない、あるいは、職場において十分に自

らの能力が評価されていないといった不満を抱いている二世・三世に対し、生活圏内

又はその周辺にある日本語教室等を活用して日本語を学習することを支援する。  

（１）民間日本語学校利用時の受講料等支援  

中国残留邦人等が民間日本語学校を受講する場合に受講料、入学金の合計

額の半額（２０万円を限度）を受講者本人に支払う。  

     なお、受講料等については、受講者の受講コース終了確認後に精算で支払うこ

ととし、途中での退学等は支援の対象としない。 

（２）日本語能力の目標達成支援  

  支援対象者の日本語能力の目標を把握し、近畿中国帰国者支援・交流センタ

ーと連携しながら、目標達成に向け助言することとする。  

 

 ５  中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業   

    中国残留邦人等に対して個々の実状とニーズを踏まえつつ、日本語学習等の支援

や生活支援等を行うことにより、社会的・経済的自立の助長を図る。  

(1)事業の実施体制  

    ア 地域生活支援プログラム支援チーム（以下「支援チーム」という。）の設置  

     地域生活支援プログラム担当責任者（以下「プログラム担当責任者」という。）、



 

 

支援・相談員及び福祉局保護課職員（以下「実施主体職員」という。）で構成さ

れる支援チームを設置し、中国残留邦人等のニーズの把握を行いつつ、支援を

行う。 

     なお、必要に応じ、支援チームは、身元引受人、その他適当と認められる者に協

力を求めることができることとする。 

    イ プログラム担当責任者の役割  

福祉局保護課内にプログラム担当責任者を設置し、支援・相談員等との連携を

図り、支援状況の把握を行うとともに、支援の円滑な実施を図る。  

ウ 支援・相談員等の役割  

（ア）  支援・相談員等が単独若しくは、実施主体職員と同行のうえ、中国残留邦

人等の家庭訪問等を行い、家庭訪問等終了後は中国残留邦人等の生活状況

や希望する支援内容をプログラム担当責任者に報告する。  

（イ）  支援・相談員等は、実施主体職員と協力し、中国残留邦人等が日常生活上

抱えている問題を踏まえ、中国残留邦人等に最も適した支援について助言す

る。 

（ウ）  支援・相談員等は、プログラム担当責任者及び実施主体職員に意見を述べ

ることができ、プログラム担当責任者及び実施主体職員は支援・相談員等の意

見を尊重する。 

（エ）  支援・相談員等は、本事業の実施に当たっては支援・交流センター等各種

関係機関と連携を図る。 

（オ）  支援・相談員等は、職務を遂行するための必要な知識等を得るために、積

極的に研修を受講するものとする。また、支援給付及び生活保護制度に係る必

要な知識等を得ることに努めるものとする。 

（２）  個別支援メニュー 

ア 日本語教室等通所（学）活動推進  

（ア）  中国帰国者支援・交流センター等が行う日本語等各種学習、交流事業及

び生活相談の紹介とあっせんを行う。 

（イ）  日本語等各種学習、交流事業の通所（学）に必要な交通費及び教材費の

支給を行う。（交通費年間上限：１０万円  教材費年間上限：１万円）  

 イ 自学自習者に対する相談等  

（ア）  自学自習者のための適切な情報の提供を希望する者に対し、個々の自学

自習に適した教材の相談や適時のアドバイスを行う。  

（イ）  自学自習に必要な教材費の支給を行う。（教材費年間上限：１万円）  

ウ 地域のネットワークを活用した支援  

（ア）地域において開催されている様々な交流活動や催し物を紹介する。  

（イ）地域で開講している民間の日本語学校を紹介する。  

（ウ）地域において、ボランティア団体等が開催している日本語教室を紹介する。 

エ 地域での就労等支援  

（ア）  就労による自立を目指す者に対し、公共職業安定所等と連携し、個々の

対象者の態様、ニーズ等に応じた就労支援を行う。  



 

 

（イ）  就労に役立つ資格取得を希望する者に対し、個々人の希望に添った資格

取得のための各種学校法人等を紹介する。 

（ウ）  就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金に係る対象

講座の受講経費（入学金、学費及び資格試験受験料）を支給する。（受講

料及び入学金年間上限 :２０万円  資格試験受験料年間上限 :１万円）  

オ 親族訪問（訪中支援）  

親族訪問及び墓参等のため一定の期間、中国等に渡航する場合にその渡航中

は支援給付及び生活保護を継続支給するとともに、渡航費用は、収入認定しな

い。 

  

６  事業の実施方法  

  本事業のうち、４身近な地域での日本語教育支援事業の（２）及び５中国残留邦等

への地域生活支援プログラム事業の（２）のアの（ア）、イの（ア）、ウの（ア）、（イ）、

（ウ）、エの（ア）、（イ）については、中国残留邦人等に理解があり、その支援等の実績

がある団体等に委託して実施する。 

 

７  秘密の保持  

    本事業の支援活動及び相談活動等を行う者は、対象者等の人格を尊重するととも

に、支援活動等により知り得た対象者の身上及び生活状況等の秘密を漏らしてはな

らない。 

 

８  暴力団の排除  

大阪市暴力団排除条例第 8 条第１項及び第２項に基づき、同条例第 2 条第１号

から第３号に該当する団体等の入札等の参加を認めないものとする。 

委託契約締結後、暴力団の利益となる、又はそのおそれがあると認められた場合や

同条例第２条第１号から第３号に該当する団体等と認められた場合、同条例第８条第

６号から第８号に基づく措置を講ずるものとする。 

 

９  その他  

この要領に定めるもののほかに、支援・相談員等に関し必要な事項は、別途定める

ものとする。 

 

 

附則  

 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附則  

 この改正要領は、平成２１年４月１日から施行する。  

附則  

 この改正要領は、平成２３年９月１日から施行する。  

附則  



 

 

 この改正要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

附則  

 この改正要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附則  

 この改正要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附則  

 この改正要領は、令和４年４月１日から施行する。  

附則  

 この改正要領は、令和５年１１月１日から施行する。  

附則  

 この改正要領は、令和７年４月１日から施行する。  



被支援者 被保護者 その他 被保護者 その他 被保護者 その他

　１　身近な地域での日本語教育支援事業

　（１）民間日本語学校利用時の受講料等支援 ○ ○ ― ○ ― ― ―

　（２）日本語能力の目標達成支援 ○ ○ ○ ○ ○ ― ―

　２　中国残留邦人等への地域生活支援プログラム事業

　（１）日本語教室等通所（学）活動推進（紹介･あっせん） ○ ○ ○ ○ ○ ― ―

　     日本語教室等通所（学）活動推進（交通費・教材費支給） ○ ○ ○ ○ ― ― ―

　（２）自学自習者に対する相談等（相談等） ○ ○ ○ ○ ○ ― ―

　　　 自学自習者に対する相談等（教材費支給） ○ ○ ○ ○ ― ― ―

　（３）地域のネットワークを活用した支援 ○ ○ ○ ○ ○ ― ―

　（４）地域での就労等支援（相談等） ○ ○ ○ ○ ○ ― ―

　     地域での就労等支援（受講料等支給） ○ ○ ― ○ ― ― ―

　（５）親族訪問（訪中支援） ○ ○ ― △(1世と同居) ― ― ―

注1　国費帰国の対象者でありながら、自費で帰国した中国残留邦人等及びその親族等も対象となる。

注2　私費帰国した親族等（呼寄せ家族）は事業対象者とはならないが、日本語教室や交流事業に参加することは差し支えない。

 ※ 対象者の特定に疑義が生じた場合は、厚生労働省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室に照会する。

大阪市中国残留邦人等に対する地域生活支援事業対象者

国費による
同伴帰国者　注1

私費帰国した親族等
(呼寄せ家族)　注2

中国残留邦人等（国費帰国者）
・配偶者　注1


